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　中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労
者その他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組
織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主
的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的として
います。

基　準

原　則

① 相互扶助目的
　→組合は、組合員の相互扶助を目的と
　　しています。

② 加入・脱退の自由
　→組合への加入・脱退は任意

③ 議決権、選挙権の平等
　→出資口数にかかわらず平等
　  （１組合員１票）

④ 剰余金配当の基準
　→利用分量配当
　→出資配当（年１割以内）

① 組合員への奉仕の原則
　→組合自体の利益追求ではなく、組合員に直接効果を与えることを目的とします。
　　 （員外利用の制限）

② 政治的中立の原則
　→組合は、特定の政党の政治目的に利用してはなりません。

基 準 お よ び 原 則

　相互扶助とは、組合員が互いに
協力して事業活動を行うことによ
り、全体としての利益を上げ、全
体の利益が各組合員の利益に結び
つくという関係をいいます。中小
企業は、小規模であるが故の弱み
を持ちますが、同時にそれは機動
性･創造性という強みにもつな
がっています。弱みを補完し強み
を活かす理念が「相互扶助」とい
うことになります。

相互扶助とは ？？ Point!Point!

Point!Point!
中小企業等協同組合法

	6	 主な組合の概要

◦事業協同組合とは？
　中小企業者が個々では対応できない課題に対して、相互扶助の精神に基づき協同して事業
を行うことにより、経営上の諸問題を解決し、経営の近代化・合理化や経済的地位の改善・
向上を図ることを目的とする組合です。
　４人以上の中小企業者によって設立でき、共同事業を通じて組合員が行う事業を補完・支
援するための事業を実施します。中小企業の組合制度のなかでも代表的な存在で、広く中小
企業者に利用されています。同業種の事業者で組織する組合が大半ですが、異業種の事業者
で組織する組合も数多く、それぞれの組合員が保有する技術、経営のノウハウ等を出し合い
ながら活動しています。
　組合には、組織運営の規範・基本方針として、備えておかなければならない基準および原
則（次頁参照）があります。
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　取引環境が変化するなかで、いかに新たな販路や市場に対応していくかが課題となってい
ます。この事業は、組合員が製造した製品の販売等を組合がまとめて行います。これにより
販売価格や決済条件等の取引条件が有利になるほか、大口需要先への対応や新販路の拡大等
を図ることができます。インターネットを活用した共同販売も広く行われています。

共同販売事業 受注の窓口を一本化して
取引条件を改善したい

受注の機会を
増やしたい

取引先

（取引条件の改善）

製品等の製造

組合員

組合員

組合員

組合員

組 

合

取引先

ま
と
め
て
販
売

　前述の共同販売事業や共同受注事業と連動して行われることが多く、組合員の製品や取扱
商品の販路拡大、新たな市場開拓等を目指します。組合が中心となってブランド化を進め、
全国規模でのPRを展開している事例もあります。展示会の開催・出展・共同での広告宣伝、
共同売り出し、商店街のポイントサービスやクレジット事業等が代表的なものです。

共同宣伝・市場開拓・販売促進事業 売上を
増やしたい

組合員のイメージ
アップを図りたい

　個々の組合員では所有できない高額・大型の機械設備等を組合が導入し、組合員が必要と
するものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これにより原価の引下げ、規格の統
一、品質の向上、設備や仕事の効率化等が可能となります。共同施設の設置に関しては、高
度化融資制度の活用や商工中金等からの融資のほか、国等からの支援策も充実しています。

共同生産・加工事業 品質を
向上させたい

設備の効率化を
図りたい

原価を
引き下げたい

仕入先 （取引条件の改善）

仕入先

部品・資材等の供給

まとめて購入 組合員

組合員

組合員

組合員

まとめて購入

組 

合

（品質検査等）

（大型受注等の確保）

取引先

受注 組合員

組合員

組合員

組合員
納品

（技術力の向上等）

（共同受注委員会等）

受注・斡旋

製造・加工

組 

合

　組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。製造業
をはじめ卸・小売業、運送業やサービス業の組合に至るまで、比較的幅広く行われています。
仕入先等との交渉力が強化され、仕入価格の引下げ、代金決済等の取引条件の改善、購入品
の規格・品質の均一化等が図られる等、組織化のメリットが比較的実現しやすい事業といえ
ます。

共同購買事業 仕入価格を
引き下げたい

仕入価格の
合理化を図りたい

購入商品の規格・品質
の均一化を図りたい

　国内市場の縮小、公共事業の縮減等で多くの中小企業が受注の確保に苦慮しています。こ
の事業は、組合が窓口となって注文を受け、組合員が分担して製造・施工等を行い、組合が
納品するもので、組合員に斡旋する形態もあります。官公需適格組合が実施する行政等から
の官公需共同受注事業が代表的で、大口の発注や大型の工事等を受注することが可能になる
ほか、取引条件の改善が可能になるといったメリットが得られ、組合員の技術力の向上にも
つながります。

共同受注事業 受注の窓口を一本化して
取引条件を改善したい

受注の機会を
増やしたい

 主な共同事業の種類 
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　組合員の生活面の向上を図るための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給※、親睦旅行、
レクリエーション活動等があります。

※�慶弔見舞金等で10万円を超える金額を支払う場合は、共済事業に該当します。共済事業を行うためには、
共済規程の所管官庁の認可等、別途要件があります。

福利厚生事業 組合員同士の
融和を図りたい

組合への参加意識を
向上したい

　組合員企業の従業員の確保・定着あるいは能力開発等、組合員が行うべき労務管理の一部
を組合が代わって実施します。これにより福利厚生等の労働条件や安全衛生、作業環境の改
善のほか、従業員の定着率や技術・技能の向上が図れます。

共同労務管理事業 人材の確保・定着に
取り組みたい

管理経費を
削減したい

　協同組合が監理団体となって技能実習生を受け入れ、実習実施者である組合員企業で実習
を行うことで、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目
的とする事業です。監理団体となるための許可等、事業実施にあたっては一定の要件が必要
ですのでご留意ください。

外国人技能実習生共同受入事業

　地域の中小企業が生き残っていくためには、新技術や新製品の開発、海外市場等への積極
対応、地球環境問題への対応等が避けて通れないものとなっています。こうした状況のなか
で、組合としても組合員の新たな戦略展開をバックアップする事業活動の展開が求められて
います。特にインターネットを活用した共同販売等の情報戦略、地域ブランドの開発と発信、
海外市場調査、ものづくり技能の承継等は喫緊の課題であり、組合としてさらなる積極的な
対応が望まれています。また、取引先との間で低価格や不利な取引条件を強いられる場合に、
組合が組合員の取引先と交渉し、団体協約を締結して適正な価格や取引きを実現しようとす
ることも可能です。

その他の事業

　人材は、企業経営の根幹をなすものです。企業・組
合・業界を発展させるには、人材を育成せずには成し
遂げられません。組合が実施する人材育成事業は、組
合員をはじめ、その後継者や組合員企業の従業員等を
対象に計画的・体系的な教育研修を行う事業です。経
営ノウハウの共有化、組合員の経営に役立つ市場等の
情報、技術情報、関連業界の情報等を収集し、組合員
に提供するほか、技能検定制度を活用する等、業界に
おける技術・技能の向上を目指し、従業員等の意欲の
向上を図っていくことが重要です。近年は「情報」が
重要な経営資源と考えられているため、組合や業界の
情報を広く発信していくことが大切です。

教育・情報提供事業 後継者・従業員を
育成したい

経営に役立つ
情報が知りたい

　企業の発展のためには、常に新たな製品や技術の開発、生産工程の改善等が不可欠です。
この事業は、中小企業が単独で行うのが困難な調査研究や研究開発を組合が共同で実施する
ものです。組合が直接実施する場合や、大学や公的な試験研究機関に依頼して実施する場合
があります。産・学・官の連携による研究開発も広く行われており、特にものづくりや農商
工連携、地域資源を活用した新製品開発等の分野では国等からの支援策も充実しているた
め、組合として積極的に取り組むことが望まれます。

研究開発事業 製品・技術の開発・
改善をしたい

新分野に
進出したい

　組合が行う金融事業は、組合員に対する事業資金の貸付、手形の割引、または金融機関に
対する債務保証等の形態で実施されます。必要な資金を組合が借り入れて転貸するケース
や、組合の斡旋により組合員が直接借り入れるケースがあります。また、組合員が顧客や仕
入先等と取引きする場合、組合がその債務を保証する事業も行われています。

金融事業 信用力を
アップしたい

借入窓口を
拡大したい
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